
令和８年度村上市集落支援員（有害鳥獣被害対策担当） 

【会計年度任用職員】募集要項 
 

 １．募集内容 

  (1) 勤務地及び募集人数 

① 村上地区 （ 村上市役所 農林水産課 １人） 

② 荒川地区 （ 荒川支所  産業建設課 １人） 

③ 神林地区 （ 神林支所  産業建設課 １人） 

④ 朝日地区 （ 朝日支所  産業建設課 １人） 

⑤ 山北地区 （ 山北支所  産業建設課 １人） 

 

  (2) 主な業務内容 

   ・地域（集落）の有害鳥獣被害状況等の把握と情報収集 

   ・有害鳥獣被害対策における地域課題解決のために関係地域との懇談及び解決に向けた 

支援・コーディネート 

   ・行政及び関係団体(専門機関)と連携した地域支援等の実施 

   ・有害鳥獣被害防止に関する啓発活動の実施 

   

 ２．募集資格 

  (1) 狩猟免許（銃・わな）資格を有する人 

 (2) 有害鳥獣被害対策全般（電気柵設置管理等、被害防止・駆除対策等）業務ができる人 

(3) 地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当しない人 

  (4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる人 

  (5) 普通自動車運転免許証を有している人 

  (6) 基本的なパソコン操作（ワード、エクセル等）ができる人 

 

 ３．雇用 

  (1) 身分は村上市会計年度任用職員となります。 

  (2) 雇用期間は年度単位となります。 

    （雇用期間は１年とし、勤務業績により、再度の任用を行う場合があります） 

  (3) 会計年度任用職員については、地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、かつ、

懲戒処分の対象となります。 

 

 ４．勤務及び休暇 

  (1) 勤務時間は、午前９時～午後５時までの７時間（昼休憩１時間）。 

ただし、活動内容により勤務時間が変動する場合があります。 

  (2) 休暇は、土日祝日、年末年始とし、同日に勤務があった場合は振替休日とします。また、

年次休暇及び特別休暇を取得することができます。 

 



 ５．報酬及び福利厚生 

  (1) 月額：222,654円 

  (2) 期末手当、勤勉手当、通勤手当の支給あり 

  (3) 厚生年金、健康保険、雇用保険に加入します。 

 

６．応募方法及び期限 

  (1) 提出書類 

    ・応募申込書（当市のホームページからダウンロードできます。） 

     ※ご提出いただいた書類は返却いたしません。 

  (2) 応募期限  令和８年２月６日（金）午後５時 

 

７．選考 

  (1) 第１次選考 ≪書類選考≫ 

    応募書類により選考を行い、結果は令和８年２月１３日（金）までに通知します。 

  (2) 第２次選考 ≪面接等≫ 

    面接等による選考を行います。日時及び場所については令和８年２月１３日（金）まで

に通知します。 

 

 ８．任用期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

※勤務業績により、再度の任用を行う場合があります 

  

≪提出先・問い合わせ先≫ 

村上市役所 農林水産課 農業振興室（〒958-8501村上市三之町 1番 1号）電話：53-3369  

 


